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当組合は、次世代育成支援対策推進法（平成１５年７月１６日法律第１２０号。

以下「次世代法」という。）第１９条に基づく特定事業主行動計画及び女性の職業

生活における活躍の推進に関する法律（平成２７年法律第６４号。以下「女性活躍

推進法」という。）第１９条に基づく特定事業主行動計画を「丹羽広域事務組合特

定事業主行動計画」として一体的に策定しています。 

 

本計画により、職員が男性女性を問わず仕事と子育て等を両立し、子どもが健や

かに生まれ育成される環境を整え、また女性が一層職業生活を営み、個性と能力が

十分に発揮できるよう、事業主として積極的に支援していくために改善すべき事情

として幾つかの目標を設定し、各目標に掲げられた数値を達成できるよう具体的な

取り組みを行っています。 

 

次世代法第１９条第５項及び女性活躍推進法第１９条第６項に基づき、本計画に

掲げる目標に対する実施状況を以下に公表します。 

 

１ 『消防・水道両部の特定事業主が共同で取り組む目標』 

（１） 妻の出産やこれに伴う子の養育、及び子の看護に係る特別休暇を希望す

る男性職員に対して、１００％の取得率を目標とします。 

対象職員  希 望 者 取 得 者 取 得 率 

２２名 ５名 ５名 １００％ 

 ※令和６年中 

（２） 育児休業等を希望する者に対しては１００％の取得率を目標とします。 

対象職員  希 望 者 取 得 者 取 得 率 

１５名 ３名  ３名 １００％ 

 ※令和６年中 

（３） 令和７年度まで継続して、対前年度時間外勤務時間の減少に取り組みま

す。 

区 分 令和６年度（令和５年度） 前年度に対する比率 

時間外勤務 6,727時間（7,300時間） ９２．２％ 

休日勤務 162時間 （135時間） １２０．０％ 

    



２ 『各特定事業主で取り組む目標』 

【水道部】 

（１） 職員の平均年次有給休暇取得日数について、１２日を目標とします。 

職 員 数 総取得日数 平均取得日数 

２５名 ２９６日 １１．８日 

 ※令和６年中 

総務課水道部職員も含む。 

（最低取得日数５日、最高取得日数１８日） 

(２) 令和７年度までに男性職員における育児休業等取得率４０％を目標とし

ます。 

対 象 者 取 得 者 取 得 率 

１名 １名 １００％ 

 ※令和６年度 

（３） 採用試験における総受験者に占める女性割合について、３０％以上を目

標とします。 

受 験 者 うち女性受験者 女性受験者割合 

名 名 ％ 

  ※令和６年度採用試験なし 

【消防部】 

（４） 職員の平均年次有給休暇取得日数について、７日を目標とします。 

職 員 数 総取得日数 平均取得日数 

８８名 ９５２日 １０．８日 

（最低取得日数３日、最高取得日数３４日） 

 ※令和６年中（令和５年度末退職者は含まない） 

（５） 全職員に占める女性割合を概ね５％（＝総務省消防庁が女性消防吏員活

躍推進に向けた取り組みとして、全国の消防吏員に占める女性割合として

掲げた共通目標数値）に到達させる足掛かりとして、採用試験における総受

験者に占める女性割合について、１２％以上を目標とします。 

職 員 数 うち女性職員数 女性職員割合 

８８名 ４名 ４．６％ 

   ※令和６年度 

受 験 者 うち女性受験者 女性受験者割合 

１１名 ０名 ０％ 

   ※令和６年度 


